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明治安田生命保険相互会社（執行役社長 根岸 秋男）は、２０１７年１２月２日から、

セカンドライフ世代専用の新しい医療保障商品「50 歳からの終身医療保険」＜５年ごと

配当付終身医療保険（解約返戻金抑制型）＞を発売します。あわせて、契約者専用サー

ビスとして「50 歳からの健康＆生活サポートサービス」を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～お客さまへ「確かな安心を、いつまでも」お届けするために～ 

「50 歳からの終身医療保険」の発売および 

「50 歳からの健康＆生活サポートサービス」の提供について 

 

「50 歳からの終身医療保険」は「シンプル」「わかりやすい」をコンセプトとした

セカンドライフ世代専用の新しい医療保障商品です。 

基本となる入院・手術・放射線治療の保障を一生涯継続できるほか、先進医療保

障を特約として付加することができます。契約年齢は 50 歳から 90 歳までとしてお

り、セカンドライフ世代の幅広いお客さまにご加入いただけます。 
 

医療の進歩とともに、入院日数は短期化の傾向にあります。また、年齢とともに

入院を繰り返すリスクは高まります。こうした医療事情や病気等の際にセカンドラ

イフ世代に必要な保障等をふまえて、この商品は、入院日数に応じて給付金をお支

払いする保障ではなく、入院 1 日以上で一時金を給付する「定額一時金給付タイプ」

の保障としました。 
 

保険料払込期間中の死亡給付金・解約返戻金をなくすことにより低廉な保険料を

実現し、一生涯の医療保障を割安な保険料で備えたいというお客さまのニーズにお

応えします。また、保険料をまとめて払い込む場合の前納割引率を優遇することで、

払込保険料の総額を軽減し、お手元の余裕資金を有効にご活用いただくことができ

ます。 
 

ご加入後は、当社の営業職員（ＭＹライフプランアドバイザー）が、対面のアフ

ターフォローを通じてご契約内容を確認することに加えて、長寿祝賀にあわせて、

給付金等のご請求や各種お手続きがないかを確認させていただく「ＭＹ長寿ご契約

点検制度」で、お客さまに変わらない安心をお届けします。あわせて、契約者専用

サービスとして「50 歳からの健康＆生活サポートサービス」を提供し、健康維持や

医療情報に関することから、介護や遺産相続に関するご相談など、お客さまの健康

や生活を幅広くサポートいたします。 
 

当社は、今後も引き続き、お客さまへ「確かな安心を、いつまでも」お届けする

ために、「お客さま志向の商品」の充実に取り組んでまいります。 



 １．「50 歳からの終身医療保険」の開発背景 

 

 

 

医療の進歩とともに、入院日数は短期化の傾向にあります。また、年齢とともに入院を

繰り返すリスクは高まります。 

＜在院期間別の退院患者の割合(50 歳以上)＞ 

 

＜⼊院した⼈のうち年間複数回⼊院した⼈の割合＞

 

 

 

 

現役世代と異なり、セカンドライフ世代の収入は年金等で一定のため、入院等をしたと

きの収入に与える影響は軽微です。 

＜現役世代とセカンドライフ世代の必要な保障イメージ＞ 

 
 

 

 

「医療保険を選ぶ際に必要だと思う保障」を調査したところ、50 歳以上の方は「終身型」

「シンプルな保障」「アフターフォロー」を選択する傾向がありました。 

保険の型  保障内容  アフターフォロー 

終身型 更新型  シンプル 広範囲  必要 不要 

75.7% 24.3%  61.9% 38.1% 75.6% 24.4%
 

（※）当社調べ（2017 年 1月実施。直近 1年以内に医療保険に加入または加入意向の50～79 歳の男女1,100 名を対象 

「広範囲」とは、入院・手術・先進医療に加え、がん治療時の上乗せ給付や退院後の通院保障などを追加した保障

１．セカンドライフ世代の医療事情 

２．セカンドライフ世代の入院等に備える必要な保障 

３．セカンドライフ世代の医療保障に対するご意向 



 ２．「50 歳からの終身医療保険」の特徴 

 

  

１ ずっと変わらない手頃な保険料で「一生涯の医療保障」を準備できます 

・保険料はずっと変わらず、保障は一生涯続きます（※1） 

・払込期間中の死亡給付金・解約返戻金をなくすことで、低廉な保険料を実現しました 

※1 先進医療保障特約は 10 年ごとに更新され、 長 90 歳まで継続可能です 
 

２ シンプルで幅広な「定額一時金給付タイプ」でお受け取りがわかりやすい 

・入院 1日以上で入院時支援給付金をお受け取りいただけるので、入院前の検査・通院費

用、入院・手術時にかかる医療費、その他各種費用にお使いいただくことができます 

✓入院 1 日以上で 10 万円をお受け取りいただけます！ 

日帰り入院もお支払対象。その後、入院日数 30 日ごとに 10 万円をお支払い 

✓入院・外来を問わず、手術は5万円、放射線治療は10万円をお受け取りいただけます！ 

公的医療保険制度の対象となる 1,000 種類以上の幅広い手術・放射線治療を保障 

✓先進医療は技術費用と同額をお受け取りいただけます！（※2） 

厚生労働大臣が認める「先進医療」による療養を保障 

※2 先進医療保障特約を付加した場合 
 

３ 健康なときは「健康支援給付金」をお受け取りいただけます 

・対象期間（※3）満了時に生存し、その対象期間中に入院時支援給付金等（※4）のお受け

取りがないとき、健康支援給付金 5 万円をお受け取りいただけます（ 長 95 歳まで） 

※3 契約日または 5 年ごとの契約応当日からその直後に到来する 5年ごとの契約応当日の前日まで 

※4 入院時支援給付金、入院時（外来時）手術給付金、入院時（外来時）放射線治療給付金をいいます 
 

４ 「前納（保険料前払い）」でまとまった資金をご活用いただけます 

・本商品専用の前納制度を創設し、所定の前納割引率（※5）を設定しました。まとまった

資金を一括でお払い込みいただくことで、払込保険料の総額を軽減することができます 

・払込期間中にご契約が消滅（死亡・解約等）したときは、すでにお払い込みいただいた

前納保険料のうち未経過分の保険料をお支払いします 

※5 前納割引率 0.50%を適用（2017 年 10 月 26 日現在） 
 

５ ご加入後も「充実のアフターフォロー」でずっと安心です 

・ＭＹライフプランアドバイザーによるアフターフォローを通じて、毎年、ご契約内容を

確認いただけるとともに、給付金等のご請求や各種お手続きの際には、ＭＹライフプラ

ンアドバイザーによるサポートで安心してお手続きすることができます 

・ご契約者専用ＷＥＢサイト「ＭＹほけんページ」にご登録いただくことで、ご契約内容

の照会やご住所変更等の一部お手続き等ができます 



 ３．「50 歳からの終身医療保険」の商品概要 

 

 

主契約に医療保障商品の基本となる入院・手術・放射線治療保障をパッケージ化しまし

た。特約として先進医療保障を選択可能な、シンプルでわかりやすい終身医療保険です。 

 

 

 

種類 お支払いする場合 給付金額 

入院時支援給付金 
1 回の入院（注 1）につき、入院日数が 1 日･30 日･

60 日･90 日･120 日･150 日･180 日に達したとき 

所定の日数に達するごと

10 万円 

入院時（外来時） 

手術給付金 

公的医療保険制度の給付対象となる手術を受けた

とき（注 2） 

1 回の手術につき 

5 万円 

入院時（外来時） 

放射線治療給付金 

公的医療保険制度の給付対象となる放射線治療を

受けたとき 

1 回の放射線治療につき

10 万円 

健康支援給付金 
対象期間（注 3）満了時に生存し、かつ、その対象

期間中に給付金等（注 4）が支払われなかったとき

5 年ごと（ 長 95 歳）

5 万円 

死亡給付金 保険料払込期間満了後に死亡したとき 10 万円 

先進医療給付金 

（注 5） 
先進医療による療養を受けたとき 

先進医療の技術費用 

と同額 

（注 1）入院時支援給付金が支払われることとなった 初の入院の退院日の翌日から 30 日以内に開始した 

入院は、入院の原因に関わらず継続した 1 回の入院とみなします 

（注 2）外来時手術給付金は公的医療保険制度の給付対象となる手術を受けた日の療養に係る診療報酬点数

が 2,000 点以上のときとなります 

（注 3）主契約の保険料払込期間中における、契約日または 5年ごとの契約応当日からその直後に到来する 

5 年ごとの契約応当日の前日までです 

（注 4）入院時支援給付金、入院時（外来時）手術給付金、入院時（外来時）放射線治療給付金をいいます 

（注 5）先進医療保障特約を付加した場合 

１．しくみ 

２．保障内容 



 

 

 

契約年齢範囲 50 歳～90 歳（満年齢方式） 

保険期間 主契約：終身／先進医療保障特約：10 年（90 歳まで更新可能） 

保険料払込期間 主契約：95 歳／先進医療保障特約：10 年 

保険料払込方法 平準払い（月掛・新半年掛・新年掛）／前納払い（注 6） 

加入区分 告知書扱いのみ 

（注 6）前納払いは、保険料払込回数・払込経路など当社所定の条件を満たした場合に取扱いできます 

 

 

 

＜主契約＞                                 ＜先進医療保障特約＞ 

ご契約年齢 
月掛・ 

口座振替 

 ＜参考＞ 

前納保険料 

 

  

 

月掛・ 

口座振替  月掛保険料 

累計額（注7）

前納による 

割引額 

男 

性 

50 歳 7,240 円 3,415,689 円 3,909,600 円 493,911 円 133 円

55 歳 7,930 円 3,365,561 円 3,806,400 円 440,839 円 208 円

60 歳 8,750 円 3,287,856 円 3,675,000 円 387,144 円 295 円

65 歳 9,660 円 3,151,402 円 3,477,600 円 326,198 円 368 円

70 歳 10,770 円 2,961,870 円 3,231,000 円 269,130 円 432 円

75 歳 12,190 円 2,716,705 円 2,925,600 円 208,895 円 493 円

80 歳 14,140 円 2,392,714 円 2,545,200 円 152,486 円 555 円

女 

性 

50 歳 6,900 円 3,257,693 円 3,726,000 円 468,307 円 99 円

55 歳 7,500 円 3,181,615 円 3,600,000 円 418,385 円 125 円

60 歳 8,220 円 3,091,782 円 3,452,400 円 360,618 円 150 円

65 歳 9,150 円 2,984,362 円 3,294,000 円 309,638 円 163 円

70 歳 10,330 円 2,842,641 円 3,099,000 円 256,359 円 170 円

75 歳 11,850 円 2,639,995 円 2,844,000 円 204,005 円 185 円

80 歳 14,080 円 2,381,123 円 2,534,400 円 153,277 円 205 円

（注 7）払込満了まで月掛・口座振替でお払込いただいた場合の累計額です 

  

このニュースリリースは保険募集を目的としたものではありません。詳細は、商品発売以降、ご案内

パンフレット等でご確認ください。 

３．主な取扱い 

４．保険料例 



 ４．「50 歳からの健康＆生活サポートサービス」について 

 

「50 歳からの健康＆生活サポートサービス」は、50 歳以上のお客さまにご利用いただけ

る契約者専用サービスの総称です。 

健康や医療に関することから、介護や遺産相続に関するご相談など、お客さまの健康・生

活をサポートするサービスをご提供いたします。 

 
≪健康維持に関するサービス≫ 

24 時間健康相談 

サービス 

ご自身やご家族の健康に関する電話相談に看護師・保健師・栄養管理士

等の相談員が 24 時間 365 日いつでも無料でお応えするサービスです 

人間ドック相談・予約

サービス 

人間ドックに関するご相談に専門スタッフがお応えし、全国 47 都道府

県・約 800 施設の人間ドックの予約が可能です 

スポーツクラブ優待

利用サービス 

クーポンのご提出でセントラルスポーツ＆提携クラブを 1 回あたり 500

円～2000 円（税抜）でいつでもご利用いただけます 

郵送検診優待利用 

サービス 

健康状態をご自宅で簡単に検査できるキットが優待価格でご利用いた

だけます 

≪医療情報提供サービス≫ 

先進医療情報 
先進医療の基礎知識、技術名のほか、実施医療機関などを検索いただけ

ます 

病院検索 
約 17 万件の医療機関情報（病院、診療所、歯科診療所）を「地域」も

しくは「 寄駅」から検索いただけます 

病院別治療実績情報 
公表されているデータをもとに、病院別の手術件数など、病院を選ぶ際

の参考となるデータを掲載しています 

≪生活関連サービス≫ 

24 時間介護相談 

サービス 

介護に関する相談をケアマネジャーや社会福祉士の資格を持つ相談員

が 24 時間 365 日いつでも無料でお応えするサービスです 

介護総合情報サイト

「ＭＹ介護の広場」 

介護に関するさまざまな情報や健康・医療、認知症など、皆さまのお役

に立つサービス・情報を提供しています 

ＭＹ終活・サポート 

サービス 

葬儀に関する疑問やご供養のこと、仏壇、墓などに関するご相談に 24

時間 365 日無料でお応えするサービスです。また、葬儀社のご紹介もい

たします 

くらしの法律・税金 

相談サービス 

生活するうえでの法律や税金の悩み、トラブル解決法などのご相談に専

門知識を持つ相談員（消費生活アドバイザー）がお応えします。また、

必要に応じて、弁護士、税理士などに相談することができます 

 

以 上 
 


